
道路法 
（（用語の定義） 
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、

トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又

は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 
２ この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確

保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 
一 道路上のさく又は駒止 
二 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの 
三 道路標識、道路元標又は里程標 
四 道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施

設その他これらに類するものをいう。） 
五 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 
六 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道

路管理者が設けるもの 
七 共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和三十八年法律第八十一号）第三条第一項の規定に

よる共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成七年法律第三十九号）

第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設け

る共同溝又は電線共同溝 
八 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの 

３ この法律において「自動車」とは、道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条

第二項に規定する自動車をいう。 
４ この法律において「駐車」とは、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第十

八号に規定する駐車をいう。 
５ この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。 
 
都市計画法 
（公共施設の管理者の同意等） 

第三十二条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の

管理者と協議し、その同意を得なければならない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により

設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 

３ 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適

切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。 

 
 
 
 
 
 



○都市計画法施行令 
（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 
第二十五条 法第三十三条第二項（法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下同
じ。）に規定する技術的細目のうち、法第三十三条第一項第二号（法第三十五条の二第四項におい

て準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 
一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、

かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路

の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 
二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、六メートル以上十二メートル

以下で国土交通省令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、四メートル）以上の幅

員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の

規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが

著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業

活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配

置されているときは、この限りでない。 
三 市街化調整区域における開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為（主として第二種

特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第六号及び第七号において同じ。）

にあつては、予定建築物等の敷地から二百五十メートル以内の距離に幅員十二メートル以上の

道路が設けられていること。 
四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員九メートル（主として住宅の建築の用に供す

る目的で行う開発行為にあつては、六・五メートル）以上の道路（開発区域の周辺の道路の状

況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路）に接続しているこ

と。 
五 開発区域内の幅員九メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。 
六 開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上五ヘクタール未満の開発行為にあつては、開発区域

に、面積の合計が開発区域の面積の三パーセント以上の公園、緑地又は広場が設けられている

こと。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等

の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並び

に予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限

りでない。 
七 開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、国土交通省令で定めるところに

より、面積が一箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の

三パーセント以上の公園（予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又

は広場）が設けられていること。 
八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法（昭和二十三年法律第

百八十六号）第二十条第一項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置

する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。 


